
公募型プロポーザル方式に準じて

審査・選定を行います。

対話により事業を創造し、改めて

事業実施者を公募します。

公民連携対話窓口「いっしょにやらいや」開設

～事業者の皆さまからの提案を募集します～

市が実施する全領域の行政サービス。

ただし、法令に基づき市が実施しなればならないもの等

特別なものは除きます。

提案は、対象事業を市が直接的に実施する場合に比べて、

経費や住民満足度の面で優位性が認められるものとし、次

の区分により募集します。

自由提案

市が提示する項目を含むあらゆる施策分野に関する提案

特定課題提案

市があらかじめ提示する特定の事業･課題等に関する提案

提案内容を実施する意思及び能力を有する企業、NPO法人、

各種団体等。

米子市では、事業者の皆さまの柔軟で自由な発想をまちづくりに

生かしていくため、公民連携対話窓口を開設し、提案を募集しています。

住んで楽しいまちづくりの実現に向けて、いっしょにやらいや！

対話による公民連携事業の創造

提案者と市が継続的な対話により連携して公民連携事業

を創ります。

提案者に対するインセンティブ付与

事業実施者の公募・選定段階において、提案者から応募

があった場合は、１０％を限度とした加点評価を行います。

※提案内容等により付与しない場合もあります。

提案募集

提案シート受理

対話の実施・事業案の作成

事業案の審査

事業者の公募、選定

契約の締結・事業等の実施

特定課題公表（提案募集）

提案書受理

事前相談等（必要に応じて）

審査・選定

詳細協議

契約の締結・事業等の実施

提案の対象とする事業

提案の募集区分

提案者の要件

自由提案のポイント

受付・問合せ：米子市 調査課 行財政調査担当（〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1-1）

電話 0859-23-5307 メール chousa@city.yonago.lg.jp

自由提案のおおまかな流れ

特定課題提案のおおまかな流れ

インセンティブ

※応募方法等の詳細については、下記にお問合せいただくか米子市ホームページでご確認ください。


